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山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

第46回本部員会議 議事要旨 

 

日 時 令和４年２月１日(水) 午後３時15分～午後４時 

場 所 県庁５階 502会議室  

出席者 知事（本部長）、副知事（副本部長）、各部局長等（各本部員等）、特命補佐 

 

１ 開 会（午後３時15分） 

 

２ 知事挨拶 

全国では、現在、本県を含め、34都道府県にまん延防止等重点措置が実施されてお

りますが、１日の新規感染者が８万人を超える日があるなど、オミクロン株の驚異的

な感染スピードが止まらない状況が続いております。 

本県では、本日、過去最多となる284名の新規感染者が確認されました。これまで、

山形市と庄内地域全域を対象に、不要不急の外出自粛や、飲食店に対する時短要請な

どの重点措置を実施しておりますが、感染拡大が止まらない状況にあります。重症患

者はまだおりませんが、入院患者の半分を高齢者が占めている状況となっておりまし

て、中等症の患者が増えてきているところです。こうした状況が続けば、本県の保健

医療提供体制の崩壊や、社会経済活動の停滞が危惧されるところであります。 

特に、学校や保育所等でクラスターが発生し、感染拡大が続いておりますので、重

点措置対象以外の地域も含め、学校や保育所などで感染防止対策を強化することが重

要と考えております。 

また、県内では、重点措置区域以外の市町村でも急激な感染拡大が見られるところ

もあります。これ以上の感染拡大を何としても防がなければなりませんので、感染状

況に応じた機動的な重点措置区域の追加も必要であると考えております。 

本日は、重点措置実施後の感染状況を確認するとともに、重点措置区域の追加や、

学校や保育所等における対策の強化について、協議・決定したいと考えておりますの

で、皆さんよろしくお願いいたします。 

 

３ 協議 

（１）新型コロナウイルス感染症の発生状況等について（資料P1～P9） 

○ 防災くらし安心部長及び健康福祉部長から、国内及び県内における新型コロ

ナウイルス感染症の発生状況について報告した。 

○ 質問、意見なし。 

 

（２）重点措置区域の追加について（資料P10～P17） 

○ 防災くらし安心部長から、重点措置区域の追加について説明があった。 

○ 質問、意見無し。 
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○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、この案のとおり、２月３日から米沢市及び高畠町を重点措置区域に

追加し、不要不急の外出や県外との往来の自粛、飲食店の営業時間の短縮要請等

を行うことといたしますので、市・町や関係団体等と連携し、しっかりと周知を

図ってください。 

 

（３）学校、保育所等における感染防止対策の強化について（資料P18） 

○ 教育長、健康福祉部長及びしあわせ子育て応援部長から、学校、保育所等に

おける感染防止対策の強化について説明した。 

○ 質問、意見無し。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、この案のとおり、これ以上の子どもへの感染拡大を防ぐため、市町

村や教育委員会、関連団体と連携し、しっかりと感染防止対策に取り組んでくだ

さい。 

 

（４）自宅療養者等支援体制について（資料P19） 

○ 健康福祉部長から、自宅療養者等支援体制について説明があった。 

 

（５）その他 

○ 産業労働部長から、飲食業等緊急支援給付金及び事業復活支援金について説

明があった。（資料P20～P22） 

○ 健康福祉部長から、大規模接種について説明があった。（資料P23） 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、大規模接種については、ただいまの説明のとおりとします。 

 

【知事指示事項】 

本日は、まん延防止等重点措置適用後の本県の感染状況を確認しました。また、感

染拡大が続く米沢市及び高畠町を重点措置区域に追加するということを決定いたしま

した。また、クラスターが多数確認された学校や保育施設における感染拡大防止対策

を強化し、タスクフォースを設置することといたしました。 

これ以上の感染拡大を何としても阻止するため、本日の決定事項などを踏まえ、私

から４点指示をいたします。 

１点目です。新たに重点措置区域に追加する米沢市及び高畠町においては、市・町

や関係団体と連携し、住民や事業者の皆様へ要請の内容をしっかりと周知を図ってく

ださい。 

２点目です。学校や保育施設などにおけるクラスターが多発しています。このこと

がこの度の特徴と考えております。これ以上の子どもたちへの感染拡大を防ぐため、

学校の休業や再開に機動的に対応できるよう、「新型コロナ対策学校等支援タスクフォ
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ース」を設置したところです。地区医師会や市町村の教育委員会と連携し、しっかり

と感染拡大防止策に取り組んでください。 

３点目です。自宅療養者が1,000人を超えるなど急増していますので、地域の医師会

や薬剤師会などと連携し、急増する自宅療養者への支援をしっかりと引き続き行って

ください。    

最後に４点目です。感染者の急増に伴い、保健所などを中心に、マンパワー不足が

生じております。業務継続にしっかりと対応できるよう、市町村や関係団体とも連携

しながら、広域的な応援協力の調整を進めてください。  

これ以上の感染拡大を何としても食い止めることが肝心であります。県民・事業者

の皆様・市町村と一丸となって、この難局を乗り越えてまいりましょう。 

 

４ 閉 会（午後４時） 


